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システムの変更入力方法について 

＜ 埼玉県電子入札共同システムを使用する際の注意点 ＞ 

（1）「申請書入力データ登録確認」画面で「登録」ボタンをクリックするまでは、データ 

  入力は完了しません。 

（2）データ送信、共通書類及び自治体別書類の送付を行わなければ、変更申請は完了しませ 

  ん。 

（3）セキュリティの問題上、３０分以上システムを操作しないと、自動的にログアウトしま 

  す。一時保存をしていない場合、それまでに入力していた内容は保存されませんので、御 

  注意ください。 

（4）「保存して次へ」のボタンをクリックすると、ステータスが「入力中」に変わります。 

  「入力中」となると、申請者側からの取り消しが出来ません。取り消しをする場合は、 

  共同受付窓口（埼玉県入札審査課：０４８－８３０－５７７１）まで御連絡ください。 

（5）画面左上のブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。前の画面に戻る場合は 

  必ず画面上の「戻る」ボタン（「戻る」ボタンがない場合は「メニューへ戻る」ボタン） 

  を使ってください。 

（6）操作を終了して画面を閉じる場合は、「ログアウト」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ システム操作・システム不具合に関するお問合せ先 ◎ 

電子入札ヘルプデスク 

 電 話 ： ０４８－８３０－２２６３ 

 受 付 時 間 ： 平日の８時３０分 から １７時００分まで 

 電 子 メ ー ル ： a5770-07@pref.saitama.lg.jp 
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１．埼玉県 トップページ（https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．埼玉県電子入札総合案内トップページ（システム入口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「電子入札総合案内」をクリック。 

「競争入札参加資格申請受付システム」を

クリック。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/densinyusatsu/index.html
https://ebidjk2.ebid2.pref.saitama.lg.jp/uketsuke/UF000Show.do
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３．「業務区分の選択」画面 

 

４．「競争入札参加資格申請受付メインページ（工事）」画面 

 

 

 

 

  

「１ 工事等」をクリック。 

「５ ログイン」をクリック。 
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５．「ログイン」画面 

 

 

 

 ※ パスワードを忘れた場合は、再発行の手続が必要です。 

   入札審査課のホームページ「工事等／ユーザ ID・パスワードの再発行」を御覧ください。 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/id-password.html 

 

 

 

６．工事等申請受付システムメインページ 

 

「１ 変更届作成」をクリック。 

現在の登録状況を確認できます。 

登録されている自治体が表示されます。 

「令和７年・８年」のラジオボタンを 

クリック。 

 

ユーザ ID・パスワードを入力し、「送信」をクリック。 

・ユーザ ID：数字１０桁 

・パスワード：８文字 

「１ 変更届作成」をクリック。 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/id-password.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/id-password.html
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※「変更届作成」をクリックできないときは・・・ 

 （１）データを一時保存した時は「６ 一時保存データ修正」を選択してください。 

 （２）ステータスが「審査済」となっていない自治体があるとクリックできません。 

    以下の場合が考えられます。 

    ア 前回の「変更届」等の処理が完了していない 

     ⇒ 共通書類及び自治体別書類が届いていないなどの理由が考えられます。 

       不明な点は以下の自治体にお問合せください。 

      ・前回、システムで変更申請を行った場合は、 

       共同受付窓口（埼玉県入札審査課：０４８－８３０－５７７１） 

      ・前回、書面で変更申請（抹消、契約権限の変更）を行った場合は、 

       「受付済」又は「審査中」の自治体 

    イ 追加申請を行っている場合 

     ⇒ 名簿が有効になるまでクリックできません。 

       名簿が有効になった後、改めてシステム入力を行ってください。 
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参考 ＜ 画面の名称と変更申請の対象となる項目について ＞ 
  

画面の名称 変更申請の対象となる項目 

（1）共通・基本情報 

商号又は名称 

法人の代表者 

法人の代表者の役職名、氏名（改姓・改名等） 

個人事業主の氏名（改姓・改名等） 

本店又は主たる営業所の所在地(※)、電話番号、ファク

シミリ番号、電子メールアドレス 

代理人 

代理人の役職名、氏名（改姓・改名等） 

代理人を置く事業所の名称、所在地、電話番号、ファク

シミリ番号、電子メールアドレス 

申請事務担当者（部課係名、氏名、電話番号、ファクシ

ミリ番号、電子メールアドレス、行政書士氏名、行政書

士連絡先電話番号、行政書士連絡先ファクシミリ番号） 

（2）建設工事情報登録（共通） 
建設業許可番号 

監理技術者数 

（3）設計・調査・測量情報（共通） 設計・調査・測量における登録の有無 
  

※  「 本 店 又 は 主 た る 営 業 所 の 所 在 地 」 が 「 登 記 ( 又 は 住 民 登 録 ) 上 の 本 店 の 所 在 地 」 と 異 な る 場 合  

  共通・基本情報の「本店又は主たる営業所の所在地」が「登記（又は住民登録）上の本店 

 の所在地」と異なる場合、登記（又は住民登録）上の所在地は、「業者基本情報（個別）登 

 録確認」の予備欄１に登録します。 

  本店又は主たる営業所の所在地 と 登記（又は住民登録）上の本店の所在地が一致するこ 

 ととなった場合は、予備欄１の登録内容を削除し、分離することとなった場合は、入力して 

 データ送信をしてください。 

※ 契約権限の変更（一括変更の場合） 

  埼玉県電子入札共同システムで業者ＩＤを得ている事業所が業者ＩＤを得ていない事業

所に対して、登録している入札参加資格の全てを譲り渡す場合、システムへの入力により行

います。詳しくは、共同受付窓口（埼玉県入札審査課：０４８－８３０－５７７１）にお問

い合わせください。 
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共通 
７．「変更届作成」画面 

  →「共通・基本情報」を変更する画面です。変更できない項目は、申請の対象外です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商号等 

商号又は名称 

（全角カナ） 

全角カタカナ 

30 文字以内 

法人の種類を表す名称「例：（カブ）等」は除い

てください。「ャ・ュ・ョ・ッ」は大文字「ヤ・

ユ・ヨ・ツ」で入力し、「・」は除いてください。 

例：Ｈ・Ｇ株式会社 → エツチジー 

商号又は名称 全角30 文字以内 

法人の種類を表す名称も省略しないで入力して

ください。 

例：（株）→「株式会社」 

履歴事項全部証明書どおりに入力してください。 

会社名との間は１文字空けないでください。 

代表者役職名 

（謄本どおり） 
全角30 文字以内 履歴事項全部証明書どおりに入力してください。 

代表者氏名 

（全角カナ） 

全角カタカナ 

30 文字以内 

姓と名の間は空けないで入力してください。 

（外字等は他の平易な漢字・カタカナ等に置き換

えてください。） 代表者氏名 全角20 文字以内 

電話番号 半角数字12桁以内 本店（主たる営業所）の番号を入力してください。 

市外局番から－（ハイフン）で区切ってください。 ファクシミリ番号 半角数字12桁以内 

【 注意 】 

・ 入力欄の前に★が付いている項目は、入力必須項目です。必ず入力してください。 

・ 電子メールアドレスには、★が付いていませんが、必ず入力をお願いします。 

 （電子メールアドレスの登録がないと、パスワードの再発行ができません。） 

・ 使用できる漢字は、ＪＩＳ第１水準及び第２水準のものに限られます。外字や機種依 

 存文字等は使用できません。他の平易な漢字又はカタカナ等に置き換えてください。 
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共通  

 

申請事業所情報 

事業所名 全角30 文字以内 

変更後の名称を全角で入力してください。 

※ 申請事業所を変更する場合（代理人の廃止や

新設を含む）は、「事業所間の契約権限の変更」

となります。詳しくは、契約権限の変更のペー

ジを御覧ください。 

郵便番号 半角数字７桁以内 郵便番号を半角数字で入力してください。 

都道府県名 リスト選択 都道府県名をリストから選択してください。 

市町村名（埼玉県の

み） 
選択 

「市町村選択」ボタンをクリックして、市町村名

を選択してください。 

字等（埼玉県外の場

合は区市町村から） 
全角40 文字以内 

さいたま市は区名から入力してください。 

丁目、番地は－（ハイフン）を使用してください。 

大字、字を省略してください。 

ビル名 全角30 文字以内 ビル名を全角で入力してください。 

代表者役職名 全角30 文字以内 
申請事業所の代表者（契約権者）の役職名を入力

してください。 

代表者氏名 

（全角カナ） 

全角カタカナ 

20 文字以内 

姓と名の間は空けないで入力してください。 

（外字等は他の平易な漢字・カタカナ等に置き換

えてください。） 代表者氏名 全角20 文字以内 

電話番号 
半角数字12桁以内 

申請事業所の番号を入力してください。市外局番

から－（ハイフン）で区切ってください。 ファクシミリ番号 

電子メールアドレ

ス 
半角50 文字以内 電子メールアドレスを必ず入力してください。 

 電子メールアドレスには、★が付いていませんが、必ず入力をお願いします。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/henkou-syomen.html
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共通 

 

本店又は主たる営業所の所在地 

都道府県名 リスト選択 都道府県名をリストから選択してください。 

市町村名（埼玉県の

み） 
選択 

「市町村選択」ボタンをクリックして、市町村名

を選択してください。 

字等（埼玉県外の場

合は区市町村から） 
全角40 文字以内 

さいたま市は区名から入力してください。 

丁目、番地は－（ハイフン）を使用してください。 

大字、字を省略してください。 

ビル名 全角30 文字以内 ビル名を全角で入力してください。 

申請事務担当者 

所属事業所・部課係

名 
全角20 文字以内 この申請についての問合せに対応できる担当者

の所属・氏名を入力してください。 
担当者氏名 全角20 文字以内 

電話番号 半角数字12桁以内 この申請についての問合せができる番号を入力

してください。 

市外局番から－（ハイフン）で区切ってください。 
ファクシミリ番号 半角数字12桁以内 

電子メールアドレ

ス 
半角50 文字以内 

この申請についての問合せ先となるメールアド

レスを必ず入力してください。 

行政書士が代理申請する場合は、行政書士のメー

ルアドレスを入力してください。 

行政書士氏名 全角20 文字以内 
行政書士が代理申請する場合は入力してくださ

い。 

行政書士連絡先電

話番号 
半角数字12桁以内 市外局番から－（ハイフン）で区切ってください。 

行政書士連絡先フ

ァクシミリ番号 

電子メールアドレスには、★が付いていませんが、必ず入力をお願いします。 

行政書士が代理申請する場合、行政書士のメールアドレスを入力してください。 
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共通 
  

入力後このボタンをクリックします。（この画面以外に変更する項目がない場合も必ずクリック。） 

「入力した内容を登録します。よろしいですか。」というメッセージが出たら「ＯＫ」をクリックし

ます。 

 

・建設工事の登録がある場合 → １１ページへ 

・建設工事の登録がなく、設計・調査・測量の登録がある場合 → １５ページへ 

・土木施設維持管理のみ登録がある場合 → ２０ページへ 
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建設工事 
８．「建設工事情報登録（共通）」画面 

  → 建設業許可番号や監理技術者数を変更する画面です。 

    変更がない場合は、そのまま次の画面へ進みます。 

 

建設工事情報登録（共通） 

許可番号 

（左欄） 

半角数字

2 桁以内 

許可を受けた行政庁のコードを入力してください。 

（注）年度ではありません。 

00 国土交通大臣  16 富山県知事  32 島根県知事 

01 北海道知事   17 石川県知事  33 岡山県知事 

02 青森県知事   18 福井県知事  34 広島県知事 

03 岩手県知事   19 山梨県知事  35 山口県知事 

04 宮城県知事   20 長野県知事  36 徳島県知事 

05 秋田県知事   21 岐阜県知事  37 香川県知事 

06 山形県知事   22 静岡県知事  38 愛媛県知事 

07 福島県知事   23 愛知県知事  39 高知県知事 

08 茨城県知事   24 三重県知事  40 福岡県知事 

09 栃木県知事   25 滋賀県知事  41 佐賀県知事 

10 群馬県知事   26 京都府知事  42 長崎県知事 

11 埼玉県知事   27 大阪府知事  43 熊本県知事 

12 千葉県知事   28 兵庫県知事  44 大分県知事 

13 東京都知事   29 奈良県知事  45 宮崎県知事 

14 神奈川県知事  30 和歌山県知事 46 鹿児島県知事 

15 新潟県知事   31 鳥取県知事  47 沖縄県知事 

許可番号 

（右欄） 

半角数字

6 桁以内 
６桁の新しい許可番号を入力してください。 

監理技術者数 
半角数字

6 桁以内 

直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、一般財団法人建設業

技術者センターから「監理技術者資格証」の交付を受けた者の

人数を入力してください。 

人数は事業所の人数ではなく、会社全体の人数を入力してくだ

さい。 

 

入力後（変更がない場合はそのまま）必ずこのボタ

ンをクリックしてください。 

「入力した内容を登録します。よろしいですか。」と

いうメッセージが出たら「ＯＫ」をクリックします。 
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建設工事 ９．「申請自治体選択(個別情報)」画面 

 

 

１０．「建設工事情報（個別）登録」画面 

  → 本店又は主たる営業所の所在地 と 登記（又は住民登録）上の本店の所在地が一致し 

   た場合は、予備欄１の登録内容を削除し、分離した場合は、登記（又は住民登録）上の 

   本店の所在地を入力します。変更がない場合は、そのまま次の画面へ進みます。 

    複数の自治体の予備欄１を修正する場合は、入力後「次自治体」をクリックすると次 

   の自治体の画面へ進みます。 

 

 

 

 

先頭自治体の「申請」ボタン

をクリックします。 

（変更がない場合も必ずクリ

ックしてください。） 

先頭自治体以外の自治体の｢申請｣ボタンは、個別

情報の修正を行う場合のみクリックします。 

複数自治体の情報を修正する場合は、入力後クリックします。 

・入力できるのは「予備欄１」のみです。登記（又は住民登録）上の本店の所在地に

変更が生じた場合、所在地を都道府県名から入力してください。（全角80 文字以内） 

・丁目、番地は－（ハイフン）を使用してください。 

・大字、字を省略してください。 

・本店又は主たる営業所の所在地 と 登記（又は住民登録）上の本店の所在地が一致

することとなった場合は、予備欄１の登録内容を削除し、分離した場合は、登記（又

は住民登録）上の本店の所在地を入力します。 

全ての自治体を入力後、必ず（変更がない場合はそ

のまま）「確認」ボタンをクリックしてください。 
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建設工事 
１１．「申請書入力データ登録確認」画面 

  →「基本・共通情報」画面、「建設工事情報登録（共通）」画面及び「建設工事情報登録（個 

   別）」画面で入力を行った変更内容を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 変更申請の手続を中断したい場合 】 

 「登録」ボタンをクリックした後、入力作業を中断して一旦ログアウトしてください。 

 再度ログインすると、引き続き変更申請を入力することができます。 

確認後、必ず「登録」ボタンをクリックしてください。この

ボタンをクリックしないと送信ボタンが表示されません。 

「入力した内容を登録します。よろしいですか。」というメ

ッセージが出たら「ＯＫ」をクリックします。 

「印刷」ボタンをクリックする

と、この画面をＰＤＦ保存 

（印刷）することができます。 

入力した項目の「変更後」の欄に変更内容が表示されます。 
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建設工事 １２．「データ入力完了」画面 

  → 建設工事のデータの入力が完了した状態です。 

 

 

 

 

 

 

※ 設計・調査・測量の登録がある場合、「設計・調査・測量情報（共通）登録」ボタンが表示 

 されます。 

  設計・調査・測量における登録の有無を変更する場合は、このボタンをクリックします。 

※ 土木施設維持管理の登録がある場合、「土木施設維持管理情報（共通）登録」ボタンが表示 

 されますが、変更できる項目はありません。 

  「土木施設維持管理情報（共通）登録」ボタンをクリックせず、「メニューへ戻る」を 

 クリックして差し支えありません。 

 

 

  

設計・調査・測量と土木施設維持管理の登録がなく、入力がすべて終了した場合は、ここをクリック

します。 

「工事等申請受付システムメインページ」（２４ページ）へ進み、登録内容を確認後、入力データ

の送信を行ってください。 
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設計・調査・測量 
１３．「設計・調査・測量情報（共通）登録」画面 

  → 設計・調査・測量における登録の有無を変更する画面です。 

    変更がない場合は、そのまま次の画面へ進みます。 

 

登録業務 

登録 

状況 

ラジオボ

タン選択 
登録の有無を選択してください。 

登録 

番号 

(全角) 

全角 

20 文字 

以内 

登録通知書、登録証明書、更新通知書等に記載された番号を入力して

ください。 

測量業者登録及び建築士事務所登録は、登録番号の後ろに（   ）

で、登録している事業所名を入力してください。それ以外の登録は法

人の登録状況を入力してください。 

個人事業者の場合、申請事業者の登録状況を入力してください。 

次の例に準じてください。 

【例】・ 測量業者登録 → 第××○△号（本店又は○○支店等） 

 ※ 申請事業所(者)で測量業者登録が「無」になると登録できません。 

   ・ 建築士事務所登録 → 第○△○号（本店又は○○支店等） 

   ・ 地質調査登録 → 質○○第×△△号 

   ・ 補償コンサルタント登録 → 補○○第○○××号 

   ・ 建設コンサルタント登録 → 建○○第×○○△号 

   ・ 不動産鑑定業者登録 → 第△○×号 

   ・ 計量証明事業登録 → ○○第××△△○号 

登録 

機関名 

全角 

20 文字 

以内 

次の例に準じてください。 

【例】「国土交通省関東地方整備局」、「埼玉県知事」 等 

登録 

年月日 

半角数字

8 桁以内 

西暦で「年」「月」「日」を除いて８桁で入力してください。 

（例）2025 年４月1 日 → 20250401 
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設計・調査・測量 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４．「申請自治体選択(個別情報)」画面 

 

 

 

 

 

  

入力後（変更がない場合は、そのまま）必ず、このボタンをクリックしてください。 

「入力した内容を登録します。よろしいですか。」というメッセージが出たら「ＯＫ」をクリックします。 

先頭自治体の「申請」ボタンをクリックします。（変更がない場合も必ずクリックしてください。） 

先頭自治体以外の自治体の｢申請｣ボタンは、個別情報の修正を行う場合のみクリックします。 
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設計・調査・測量 
１５．「設計・調査・測量情報登録（個別）」画面 

  → 本店又は主たる営業所の所在地 と 登記（又は住民登録）上の本店の所在地が一致し 

   た場合は、予備欄１の登録内容を削除し、分離した場合は、登記（又は住民登録）上の 

   本店の所在地を入力します。変更がない場合は、そのまま次の画面へ進みます。 

    複数の自治体の予備欄１を修正する場合は、入力後「次自治体」をクリックすると次 

   の自治体の画面へ進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

複数自治体の情報を修正する場合は、入力後クリックします。 

・入力できるのは「予備欄１」のみです。登記（又は住民登録）上の本店の所在地に変更が生じた場

合、所在地を都道府県名から入力してください。（全角80 文字以内） 

・丁目、番地は－（ハイフン）を使用してください。 

・大字、字を省略してください。 

・本店又は主たる営業所の所在地 と 登記（又は住民登録）上の本店の所在地が一致することとな 

 った場合は、予備欄１の登録内容を削除し、分離した場合は、登記（又は住民登録）上の本店の所 

 在地を入力します。 

※ 建設工事を登録している場合は、「建設工事情報登録（個別）」画面（１２ページ）と同じ内容

が表示されています。 

全ての自治体を入力後、必ず 

（変更がない場合はそのまま） 

「確認」ボタンをクリックしてください。 
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設計・調査・測量 
１６．「申請書入力データ登録確認」画面 

  →「共通・基本情報」画面、「設計・調査・測量情報（共通）登録」画面及び「設計・調 

   査・測量情報登録（個別）」画面で入力を行った変更内容を確認します。 

 

 

 

 

【 変更申請の手続を中断したい場合 】 

 「登録」ボタンをクリックした後、入力作業を中断し、ログアウトしてください。 

 再度ログインすると、引き続き変更申請を入力することができます。 

 

入力した項目の「変更後」の欄に変更後の内容が表示されます。 

確認後、必ず「登録」ボタンをクリックしてください。この

ボタンをクリックしないと送信ボタンが表示されません。 

「入力した内容を登録します。よろしいですか。」というメ

ッセージが出たら「ＯＫ」をクリックします。 

「印刷」ボタンをクリックする

と、この画面をＰＤＦ保存 

（印刷）することができます。 
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設計・調査・測量 １７．「データ入力完了」画面 

  → 設計・調査・測量のデータの入力が完了した状態です。 

 

 

 

 

 

 

※ 土木施設維持管理の登録がある場合、「土木施設維持管理情報（共通）登録」ボタンが表 

 示されますが、変更できる項目はありません。 

  「土木施設維持管理情報（共通）登録」ボタンをクリックせず、「メニューへ戻る」を 

 クリックして差し支えありません。 

 

  

土木施設維持管理の登録がなく、入力がすべて終了した場合は、ここをクリックします。 

「工事等申請受付システムメインページ」（２４ページ）へ進み、登録内容を確認後、入力データ

の送信を行ってください。 
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土木施設維持管理 
１８．「土木施設維持管理情報登録（共通）」画面 

 

 

 

 

 

１９．申請自治体選択画面 

 

 

 

 

 

  

この画面に変更事項がありません。そのまま「保存して次へ」をクリックしてください。 

「入力した内容を登録します。よろしいですか。」というメッセージが出たら「ＯＫ」をクリックします。 

先頭自治体の「申請」ボタンをクリックします。（変更がない場合も必ずクリックしてください。） 

先頭自治体以外の自治体の｢申請｣ボタンは、個別情報の修正を行う場合のみクリックします。 
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土木施設維持管理 
２０．「土木施設維持管理情報登録（個別）」画面 

  → 本店又は主たる営業所の所在地 と 登記（又は住民登録）上の本店の所在地が一致し 

   た場合は、予備欄１の登録内容を削除し、分離した場合は、登記（又は住民登録）上の 

   本店の所在地を入力します。変更がない場合は、そのまま次の画面へ進みます。 

    複数の自治体の予備欄１を修正する場合は、入力後「次自治体」をクリックすると次 

   の自治体の画面へ進みます。 

 

 

  

複数自治体の情報を修正する場合は、入力後クリックします。 

全ての自治体を入力後、必ず（変更がない場合はそのまま）「確認」ボタンをクリックしてください。 

・入力できるのは「予備欄１」のみです。登記（又は住民登録）上の本店の所在地に変更が生じた場合、 

所在地を都道府県名から入力してください。（全角80 文字以内） 

・丁目、番地は－（ハイフン）を使用してください。 

・大字、字を省略してください。 

・本店又は主たる営業所の所在地 と 登記（又は住民登録）上の本店の所在地が一致することとなった場合は、 

予備欄１の登録内容を削除し、分離した場合は、登記（又は住民登録）上の本店の所在地を入力します。 

※ 建設工事を登録している場合は、「建設工事情報登録（個別）」画面（１２ページ）と同じ内容が表示され

ています。 

※ 設計・調査・測量を登録している場合は、「設計・調査・測量情報登録（個別）」画面 （１７ページ）と 

同じ内容が表示されています。 
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土木施設維持管理 
２１．申請書入力データ登録確認画面 

  →「基本・共通情報」画面及び「土木施設維持管理情報登録（個別）」画面で入力を 

   行った変更内容を確認します。 

 

 

 

 

 

入力した項目の「変更後」の欄に変更後の内容が表示されます。 

確認後、必ず「登録」ボタンをクリックしてください。この

ボタンをクリックしないと送信ボタンが表示されません。 

「入力した内容を登録します。よろしいですか。」というメッ

セージが出たら「ＯＫ」をクリックします。 

「印刷」ボタンをクリックする

と、この画面をＰＤＦ保存 

（印刷）することができます。 
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土木施設維持管理 

 

２２．「データ入力完了」画面 

  →土木施設維持管理のデータの入力が完了した状態です。 

 

 

 

 

 

 

  

入力がすべて終了したら、ここをクリックします。 

「工事等申請受付システムメインページ」（２４ページ）へ進み、 

登録内容を確認後、入力データの送信を行ってください。 
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共通 ２３．工事等申請受付システムメインページ② 

 

入力作業がすべて終了したら、データ確認と入力データ送信を行います。 

入力データ送信まで行わないと、変更申請をしたことになりません。 

 

 

 

  

「登録（入力）内容確認」をクリックします。 

ここをクリックすると、再度変更を行うことができます。 

（７ページへ） 

データ送信前は「入力中」と表示されています。 
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共通 
２４．「入力内容確認」画面 

  → 変更の有無にかかわらず、申請先自治体すべてに対する登録内容が表示されます。 

    変更した内容が正しいかどうか確認してください。 

 

 

 

 

この画面を印刷するためのボタンです。 

変更申請の内容をお手元に残しておくた

め、必ず印刷（PDF 保存）してください。

提出は不要です。 

変更内容が正しいことを確認し、画面印刷

（PDF 保存）が終了したら、「入力データ送信」

ボタンをクリックしてください。 
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共通 ※「入力データ送信」がクリックできないときは・・・ 

 データが一時保存されたまま、入力を完了していない状態です。 

 「一時保存データ修正」を選択して、入力を完了させてください。 

   ①「変更届作成」画面：「保存して次へ」をクリック 

   ②「建設工事情報登録（共通）」、「設計・調査・測量情報（共通）登録」、 

    「土木施設維持管理情報登録（共通）」画面：「保存して次へ」をクリック 

   ③「申請自治体選択」画面：一番先頭の自治体の「申請」をクリック 

   ④「建設工事情報登録（個別）登録」、「設計・調査・測量情報登録（個別）」、 

    「土木施設維持管理情報登録（個別）」画面：「確認」をクリック 

   ⑤「申請書入力データ登録確認」画面：「登録」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ システム操作・システム不具合に関するお問合せ先 ◎ 

 電子入札ヘルプデスク 

 電 話 ： ０４８－８３０－２２６３ 

 受 付 時 間 ： 平日の８時３０分 から １７時００分まで 

 電 子 メ ー ル ： a5770-07@pref.saitama.lg.jp 
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共通 ２５．「入力データ送信」画面 

 

 

 

 

※ データ送信後に誤りに気が付いた場合 

 データ送信後に誤りに気が付いた場合、申請者から当システムを使用してデータを修正する

ことや、データを取り消すことはできません。 

 共同受付窓口（埼玉県入札審査課：０４８－８３０－５７７１）に連絡して申請の取下げを

申し出てください。 

 ※ 申請を取り下げると、変更情報を最初から入力し直すこととなります。 

 

 

  

「入力データ送信」をクリックしてデータを送信します。 

送信後、送付票の印刷（PDF 保存）ができます。 

誓約事項と同意事項を確認し、チェック☑

を付けてください。 

チェック☑を付けると「入力データ送信」

がクリックできるようになります。 

 



28 

共通 
２６．「送付票印刷」画面 

 

 ※ PDF 保存（印刷）はＡ４版「縦」で行ってください。 

 

 

 

 

 

「印刷」ボタンをクリックし、 

PDF で保存（印刷）します。 
「工事等申請受付システム 

 メインページ」へ戻ります。 

※重要※ 「変更」となっていることを 

     確認してください。 

一度「印刷」ボタンをクリックすると、「書類提出（ファイル添付システム）」 

ボタンがクリックできるようになります。 

※重要※ データ送信日が入っていることを 

     確認してください。 
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 以下（1）及び（2）の書類が揃ったら、ファイル添付システムで書類を提出してください。 

 データの送信および添付書類の提出をもって申請は完了となります。 

 ファイル添付システムの操作方法については、「工事等／変更申請（システムを利用する変

更）」の「書類の提出方法について」についてで確認してください。 

 

 （1）「送付票」 

   ○「申請区分」＝「変更」かつ「申請（届出等）年月日」＝「データ送信日」 

    となっているもの。 

 （2）「添付書類」は以下の２種類があります。 

    詳しくは、入札審査課のホームページで確認してください。 

   ○「システム利用変更事項及び必要書類一覧」 

   ○「自治体別書類」 

   添付書類は、いずれもファイル添付システムで提出してください。 

 

   入札審査課のホームページ 

    https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/henkou-system.html 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/henkou-system.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/henkou-system.html
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共通 
２７．工事等申請受付システムメインページ③ 

  → 変更申請を終了します。「ログアウト」をクリックして終了してください。 

 

 

  

クリックしてログアウトしてください。 
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変更申請後に審査状況を確認する 

 データ送信・添付書類の提出が完了したら、「ステータス」の欄で、受理状況を確認します 

 

 ステータスは「入力中」→「受付済」→「審査中」→「審査済」と推移します。 

  ○ 入力中・・・データ送信を行っていないため、変更申請が完了していない状態です。 

    速やかに「入力データ送信」を行ってください。（→ ２４～２８ページ） 

  ○ 受付済・・・以下の①、②のいずれかの状態です。 

   ①「データ送信」は行ったが、共通書類及び自治体別書類を提出していない 

   ②「データ送信」を行い、書類も提出済みで、各自治体で内容確認・審査を行っている 

 全ての自治体の審査が終わると、一斉に「受付済」→「審査中」→「審査済」の順に切り替

わります。 

 システムを利用する変更の場合、共同受付窓口で送付票を含めた全ての共通書類を収受した

日から、土日祝日・年末年始を除いて、２週間程度かかります。（年末年始、年度末及び年度

当初等は通常より処理に時間を要します。） 

 申請内容や各自治体の審査、受付システムの稼働状況等により、処理日数は変動することが

あります。 

 また、共通書類及び自治体別書類に不備・不足がある場合、審査ができません。 

 

すべての申請先自治体が「審査済」になるまでは、

これらのリンクは使えません。 
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変更申請後（データ送信後）に変更申請の内容を確認する 

 データ送信終了後に変更申請の内容を確認するには、「７ 登録（入力）内容確認」をクリッ

クして「入力内容確認」画面を開きます。 

 

審査結果通知書について 

 審査結果通知書は、ステータスが「審査済」以外の場合でも、ダウンロードできます。 

 審査結果通知書は、名簿の有効期間の始期時点のシステム登録内容が反映されます。 

  ※ 「システムを利用する変更」で変更した情報は、審査結果通知書に反映されません。 

  ※ ただし、追加申請や業種・業務等の抹消を行った場合は、追加又は抹消された業種・ 

   業務等の情報が反映されます。 

 

 

 

 


